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秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久
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秋
田
県
規
則
第
六
十
四
号

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
「
書
類
」
を
「
「
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
」
に
、
「
第
二
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一

項
」
を
「
第
二
十
五
条
（
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
ハ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
に
、
「
書
類
に
」
を
「
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書

類
に
」
に
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
条
例
第
九
十
五
条
第
二
項
」
に
、
「
装
置
」
を
「
装
置
（
第
六
項
第
八
号
に
お
い
て
「
ス
キ
ャ
ナ
」
と

い
う
。
）
」
に
、
「
同
条
第
五
項
」
を
「
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
国
税
関
係
帳
簿
書
類
の
保
存
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
（
平
成
十
年
大
蔵
省
令
第
四
十
三
号
）
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
令
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
十
六
条
第
一
項
（

各
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
に
、
「
書
類
」
を
「
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
書
類
」
を
「
ゴ

ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
」
に
、
「
法
第
七
百
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
百
五
十
条
第
二
項
の
申
請
書
」
を
「
同
条
第
四
項
の

申
請
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
書
類
」
を
「
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
」
に

改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
書
類
」
を
「
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
八
項
を
加
え
る
。

５

条
例
第
九
十
五
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
次
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い

う
。
）
は
、
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
若
し
く
は
当
該
承
認
を
受
け
よ
う

と
す
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
を
も
つ
て
当
該
ゴ
ル
フ

場
利
用
税
関
係
書
類
の
保
存
に
代
え
る
日
（
当
該
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
代
え
る
日
が
異
な

る
と
き
は
、
最
初
に
到
来
す
る
代
え
る
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
当
該
承
認
を
受
け
て
い
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書

類
に
つ
い
て
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
を
も
つ
て
電
磁
的
記
録
の
保
存
に
代
え
る
日
の
三
月
前
の
日
ま
で
に
、

申
請
書
を
総
合
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
新
た
に
設
立
さ
れ
た
法
人
が
、
同
条
第
二
項
の
承
認
を
受
け
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よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
の
全
部
又
は
一
部
が
、
そ
の
設
立
の
日
か
ら

同
日
以
後
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
又
は
当
該
ゴ
ル
フ
場
利
用
税

関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
を
も
つ
て
当
該
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
の
保

存
に
代
え
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
設
立
の
日
以
後
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
当
該
申
請
書
を
総
合
県
税
事
務
所
長
に
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

６

申
請
者
は
、
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
住
所
又
は
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称

二

申
請
に
係
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
の
種
類

三

申
請
に
係
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
の
保
存
場
所

四

前
項
に
規
定
す
る
代
え
る
日

五

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
申
請
書
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
設
立
の
日

六

申
請
に
係
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
の
全
部
又
は
一
部
が
、
条
例
第
九
十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
を
や
め
よ
う
と
す

る
旨
の
届
出
書
を
提
出
し
、
又
は
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該

届
出
書
を
提
出
し
、
又
は
当
該
通
知
を
受
け
た
年
月
日

七

電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
を
作
成
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
電
子
計
算
機
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
法

第
七
百
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
概
要

八

ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
電
磁
的
記
録
に
記
録
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
ス

キ
ャ
ナ
の
概
要

九

申
請
者
が
、
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

要
件
を
満
た
す
た
め
に
採
ろ
う
と
す
る
措
置
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十

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
合
県
税
事
務
所
長
が
指
定
し
た
事
項

７

申
請
者
は
、
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
申
請
に
係
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
に
係
る
電
子
計
算
機
処
理
（
地
方
税
法
施
行

規
則
第
二
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
計
算
機
処
理
を
い
う
。
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
申
請
者
が
開
発
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
以

外
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
に
係
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
に
係
る
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
計
算
機
処
理
シ
ス
テ

ム
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

二

申
請
に
係
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
に
係
る
電
子
計
算
機
処
理
に
関
す
る
事
務
手
続
の
概
要
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
（
当
該
電

子
計
算
機
処
理
を
他
の
者
に
委
託
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
委
託
に
係
る
契
約
書
の
写
し
）

三

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
合
県
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類

８

条
例
第
九
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
実
は
、
次
に
掲
げ
る
事
実
と
す
る
。

一

条
例
第
九
十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
を
や
め
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
書
が
提
出
さ
れ
、
又
は
第
十
二
項
の
通
知
を
受
け
た

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
で
あ
つ
て
、
当
該
届
出
書
が
提
出
さ
れ
、
又
は
当
該
通
知
を
受
け
た
日
以
後
一
年
以
内
に
申
請
書
が
提
出

さ
れ
た
こ
と
。

二

申
請
に
係
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
に
つ
い
て
、
電
磁
的
記
録
の
保
存
が
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
れ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
こ

と
。

９

条
例
第
九
十
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
実
は
、
次
に
掲
げ
る
事
実
と
す
る
。

一

申
請
書
が
第
五
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
代
え
る
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
申
請
に
つ

き
承
認
又
は
却
下
の
処
分
が
な
か
つ
た
こ
と
。

二

申
請
書
が
第
五
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
書
の
提
出
の
日
か
ら
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
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そ
の
申
請
に
つ
き
承
認
又
は
却
下
の
処
分
が
な
か
つ
た
こ
と
。

条
例
第
九
十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
第
一
号
に
お
い
て
「
届
出
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る

10
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
総
合
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

届
出
者
の
住
所
又
は
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称

二

届
出
に
係
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
の
保
存
場
所

三

届
出
に
係
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
に
つ
い
て
条
例
第
九
十
五
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
承
認
を
受
け
た
年
月
日
又
は
当
該
承

認
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
年
月
日

四

電
磁
的
記
録
の
保
存
又
は
電
磁
的
記
録
の
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
を
や
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
の
種
類
及
び
そ
の
や
め
よ
う
と
す
る
理
由

五

申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
当
該
変
更
の
内
容

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
合
県
税
事
務
所
長
が
指
定
し
た
事
項

条
例
第
九
十
五
条
第
八
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
実
は
、
次
に
掲
げ
る
事
実
と
す
る
。

11
一

当
該
承
認
を
受
け
て
い
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
に
つ
い
て
、
電
磁
的
記
録
の
保
存
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

二

当
該
承
認
を
受
け
て
い
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係
書
類
に
つ
い
て
、
電
磁
的
記
録
の
保
存
が
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
条
例
第
九
十
五
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
そ
の
承

12
認
を
受
け
て
い
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様
式
第
三
十
号
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第30号 更正(決定)及び加算金額決定通知書 その1 

法人の県民税、法人の事業税及び地方法人特別税の更正(決定)及び加算金額決定通知書 

年  月  日 

  所 在 地 

  名 称        様 

  管理番号                                                      秋田県総合県税事務所長 印 

 地方税法第55条第  項及び第72条の  第  項並びに第72条の  第  項及び第72条の  第  項の規定により次のとおり更正(決定)したので、通知します。 
 この通知により納付すべき金額については、  年  月  日までに秋田県指定金融機関、秋田県収納代理金融機関又は東北各県内の郵便局に納付してください。 

事 業 年 度 
(計 算 期 間) 

～ 法 定 納 期 限   区 分   

法 人 事 業 税 法 人 県 民 税 

更

正

(

決

定) 

摘 要 課税標準(千円) 税率 100
税 額  (円) 

更

正

(

決

定)
 

課 税 標 準 と な る
法 人 税 額 

① 
(千円) 

  

所

得

割 

所 得 金 額 総 額       法 人 税 割 額 (①×  ／100)   

年  万円以下の金額       外 国 法 人 税 等 の 控 除 額   

年  万円超・年  万円以下
           の金額 

      
仮 装 経 理 に 基 づ く
法 人 税 割 額 の 控 除 額 

  

年  万円超の金額       
利 子 割 額 の 控 除 額 
(控 除 し た 金 額) 

  

計       課 税 免 除 額   

軽減税率不適用法人の金額       
更 正 (決 定) 後 の
法 人 税 割 額 

  

付
加
価
値
割

付 加 価 値 額 総 額       
更 正 (決 定) 後 の
均 等 割 額 

  

付 加 価 値 額       
更 正 (決 定) 後 の
法 人 県 民 税 額 

  

資
本
割

資 本 金 等 の 額 総 額       
既
納
付
額 

既 に 納 付 の 確 定 し た
当 期 分 の 法 人 税 割 額 

  

資 本 金 等 の 額       
既 に 納 付 の 確 定 し た
当 期 分 の 均 等 割 額 

  

収
入
割

収 入 金 額 総 額       
既 に 納 付 の 確 定 し た
当 期 分 の 法 人 県 民 税 額 

  

収 入 金 額       
租 税 条 約 の 実 施 に 係 る
法 人 税 割 額 の 控 除 額 

  

更 正 (決 定) 後 の 事 業 税 額       過 大 還 付 請 求 利 子 割 額   

平 成 ２ ７ 年 改 正 法 附 則 
第 ８ 条 又 は 第 ９ 条 の 控 除 額 

      

差

引 

こ の 通 知 に よ り 納 付
す べ き 法 人 税 割 額 

  

仮 装 経 理 に 基 づ く
事 業 税 額 の 控 除 額 

   
こ の 通 知 に よ り 納 付
す べ き 均 等 割 額 

 

課 税 免 除 額       
こ の 通 知 に よ り 納 付
す べ き 法 人 県 民 税 額 

  

既 に 納 付 の 確 定 し た
当 期 分 の 事 業 税 額 

      還 付 利 子 割 額   

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る
事 業 税 額 の 控 除 額 

      備 考 

こ の 通 知 に よ り 納 付
す べ き 事 業 税 額 

      

  

内

訳 

所 得 割   付 加 価 値 割   

資 本 割   収 入 割   

地 方 法 人 特 別 税 

更
正(

決
定) 

摘 要 課税標準(円) 税率 100
税 額  (円) 

所得割に係る地方法人特別税額       

収入割に係る地方法人特別税額       

更正(決定)後の地方法人特別税額       

仮 装 経 理 に 基 づ く
地 方 法 人 特 別 税 額 の 控 除 額 

      

既 に 納 付 の 確 定 し た
当 期 分 の 地 方 法 人 特 別 税 額 

      

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る
地 方 法 人 特 別 税 額 の 控 除 額 

      

こ の 通 知 に よ り 納 付
す べ き 地 方 法 人 特 別 税 額 

      

  

加

算

金 

区 分 基本税額(千円) 率 100  金 額  (円) 

過 少 申 告
加 算 金 

通 常 額   
加 算 額   

計   

不 申 告
加 算 金 

通 常 額   
加 算 額   

計   
重 加 算 金   

二以上の道府県において事業所等を設けて事業を行う場合の分割課税標準額等
法 人 事 業 税 法 人 県 民 税 

分
割
基
準

総 数  (人、数、円又はkm) 法 人 税 総 額  (円)   
本 県 分  (人、数、円又はkm)   

分 割 基 準
総 数   

総 数  (人、数、円又はkm) 本 県 分   
本 県 分  (人、数、円又はkm) 利子割額(控除されるべき額)   

延 滞 金 額     法 律 に よ る 金 額 

こ の 処 分 に
不服がある場合の
救 済 の 方 法 

(この欄には、様式第4号の例による教示の文を記載すること。) 
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様
式
第
三
十
号
そ
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第30号 更正(決定)及び加算金額決定通知書 その3 

県民税配当割の更正(決定)及び加算金額決定通知書 

年  月  日 

 特別徴収義務者 

 住 所 

 (所在地) 

 氏 名               様 

 (名 称) 

  

秋田県総合県税事務所長      印 

 地方税法第71条の32第  項並びに第71条の35第  項及び第71条の36第  項の規定により次のとおり

更正(決定)したので、通知します。 

 この通知書によつて納入すべき金額については、  年  月  日までに秋田県指定金融機関、秋田県

収納代理金融機関又は東北各県内の郵便局に納入してください。 

更正（決定）の対象年月 年  月分 申 告 期 限 ・  ・ 申告年月日 ・  ・ 

配当割の種類    

本

税 

区 分 

更正(決定)に

よ る 税 額 等

既に納入の確

定した税額等

差引増減額

(①－②)

③

左のうち納入

済額 

 

④ 

この通知書に

より納入すべ

き税額 

(③－④)支払金額税額①支払金額税額②

課 税 円 円 円 円 円 円 円

非 課 税               

計               

加

算

金 

区 分 基 本 税 額 率 金 額

過 少 申 告 加 算 金

通 常 額
千円

100
 円

加 算 額
  

100
 

  

計 
      

不 申 告 加 算 金

通 常 額
  

100
 

  

加 算 額
  

100
 

  

計 
      

重 加 算 金
  

100
 

  

延 滞 金 額  法律による金額 

備 考   

この処分に不服がある場合の救済の方法  (この欄には、様式第4号の例による教示の文を記載するこ

と。)  
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を

し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


